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丹羽広域事務組合水道部 



 

は じ め に 

 

 安全で安定した水を供給することは、当水道事業をはじめ水道関係者の最も基本的な使命といえます。現

状、当水道事業では水道水の安全性を確保するため、水道法第２０条の規定に基づき、定期及び臨時の水質

検査を行っています。 

当水道事業では、住民の皆様の生活に重要な役割である水道水の安全性、水質検査の透明性等を確保する

ため、あらかじめ需要者に対して水道水質検査計画を策定し、事前に公表するとともに信頼される水道水を

供給していくため、一層の水質管理を行います。 
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《令和２年度丹羽広域事務組合水道水質検査計画》 

 

１ 基本方針 

  丹羽広域事務組合水道部は、上水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策

定し、この計画にしたがって水質検査を実施します。 

⑴ 水質検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等とし、別添「令和２年度水道水

質検査計画表」に特に留意すべき事項を示します。 

⑵ 浄水場系統毎の検査項目及び採水地点は、水質基準が適用される給水栓及び水源とします。 

⑶ 検査項目及び検査頻度については、別添「令和２年度水道水質検査計画表」のとおりとします。 

 

２ 水道事業の概要（平成３０年度末現在） 

⑴ 水 道 事 業 体 名   丹羽広域事務組合水道部 

⑵ 給 水 区 域   大口町、扶桑町（２４．８０ｋ㎡） 

⑶ 給 水 人 口   ５８，７６１人 

⑷ 給 水 戸 数   ２３，５１２戸 

⑸ 普 及 率     ９９．８％ 

⑹ 計画一日最大給水量   ２０，７００㎥（令和２年度認可値） 

⑺ 一人一日最大給水量      ３６３㍑ 

⑻ 一人一日平均給水量      ３１５㍑ 

 

３ 自己水源の状況及び愛知県水道用水供給事業からの受水状況 

  丹羽広域事務組合水道部の自己水源の状況としては、施設の更新費用や将来の維持管理費用などを削減

し、効果的効率的な運用を図るため、井戸の集約化を進めています。令和元年度には１か所の井戸（河北

第２水源）を廃止し、現在は１２か所の井戸で水を汲み、９か所の配水施設で地下水を処理し供給してい

ます。令和２年度については、新たに建設中である扶桑北部配水場の完成に伴い、令和３年３月から２か

所の井戸（扶桑北部第１水源、扶桑北部第２水源）の運用を開始し、２か所の井戸（南山名水源、小渕水

源）の廃止を予定しています。 

また、愛知県水道用水供給事業（以下、「県営水道」）からの受水状況としては、１か所の配水施設で受

水しており、当水道事業の年間総配水量の約６３％を占めています。 

 給水状況 

区   分 単位 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

給 水 人 口 人 57,537  57,818  58,246  58,504  58,761  

給 水 戸 数 人 21,900  22,223  22,679  23,049  23,512  

普 及 率 ％ 99.8  99.8  99.8  99.8  99.8  

総 配 水 量 ㎥ 6,645,596  6,712,157  6,728,528  6,775,212  6,750,317  

県 水 受 水 量 ㎥ 4,129,393  4,390,735  4,294,314  4,362,840  4,253,512  

一日最大配水量 ㎥ 20,385  20,980  20,306  20,596  21,308  

一日平均配水量 ㎥ 18,207  18,339  18,434  18,562  18,494  

愛知県営犬山浄水場 

  ⑴ 所 在 地  愛知県犬山市大字犬山字東洞１５ 

  ⑵ 施設能力  ３４４，３００㎥／日 

 

４ 水質管理において留意すべき事項 

  丹羽広域事務組合水道部の水道水は、水量豊かで清浄な深井戸を水源とする浄水と、県営水道より愛知

県企業庁水質検査計画に基づく水質管理を行った浄水を受水し、各需要者に配水しています。水質検査頻

度策定基準となる過去３年間の水質検査結果は、水質基準内の値を維持していますが、丹羽広域事務組合

水道部では、水質基準内であっても若干数値の高い項目については、検査頻度を増やして監視を行います。

また、放射能汚染問題に対応するため、全ての配水区域の給水栓において放射性物質検査を実施すること

を盛り込み、水道水の安全性を確保するための監視を続けていきます。 
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５ 水質検査を行う項目、採水頻度及びその理由、採水地点 

 ⑴ 水質検査を行う項目 

  (ｱ) 毎日検査項目 

水道法施行規則第１５条に基づき、色及び濁りと消毒の残留効果の検査を表１のとおり、各配水区

域の末端給水栓にて行います。 

  (ｲ) 水質基準項目 

水道法施行規則第１５条に基づき、表２－１から表２－１１までのとおり、各配水区域の末端給水

栓にて水質検査を行います。濁りをはじめとした９項目の検査を毎月１回、消毒副生成物とされる１

２項目及び監視すべき項目を３か月に１回、５１項目全ての検査を１年に１回実施します。 

  (ｳ) 水質管理目標設定項目 

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、令和元～３年度においては柏森北

部水源系統にて表３－１のとおり水質検査を行います。井戸水として検出する恐れがある１７項目を

原水及び末端給水栓にて年１回実施します。また、農薬類（表３－２）は３年間で全項目（１１４項

目）の検査を行うように計画しており、令和２年度では３１項目の検査を実施します。 

  (ｴ) クリプトスポリジウム対策項目 

「愛知県内の水道事業等におけるクリプトスポリジウム等対策方針」に基づき、指標菌の検査を３

か月に１回実施します（表４）。 

  (ｵ) その他の項目 

「愛知県水道水質検査等実施要領」に基づき、すべての井戸の原水にて年１回の検査を実施するほ

か、原水及び給水栓の経過監視項目について検査を行います（表２－１から表２－１１まで）。 

⑵ 採水地点（各配水区域の原水及び末端給水栓） 

№ 名  称 原 水 及 び 給 水 栓 水 採 水 場 所 

1 河 北 配 水 場 給 水 栓 大口町堀尾跡一丁目 58 番地（大口南部配水場） 

2 大口北部配水場 
原 水 大口町下小口三丁目 95 番地（大口北部水源） 

給 水 栓 大口町下小口四丁目 230-3（天神パーク） 

3 大口南部配水場 
原 水 大口町堀尾跡一丁目 58 番地（大口南部水源） 

給 水 栓 大口町大御堂一丁目 125 番地（大御堂児童遊園） 

4 北 定 松 配 水 場 
原 水 扶桑町大字高雄字下山 185 番地（北定松水源） 

給 水 栓 扶桑町大字高雄字下山 121 番地（大渕児童遊園） 

5 東 川 配 水 場 
原 水 扶桑町大字高雄字北東川 186 番地（東川水源） 

給 水 栓 扶桑町大字高雄字中海道 224 番地（高雄公園） 

6 高雄西部配水場 
原 水 扶桑町大字高雄字宮島 34、35 番地（高雄西部水源） 

給 水 栓 扶桑町大字高雄字福塚 99 番地（福塚児童遊園） 

7 南 山 名 配 水 場 
原 水 扶桑町大字南山名字野田浦 58 番地（南山名水源） 

給 水 栓 扶桑町大字南山名字安戸 93 番地（安戸児童遊園） 

8 小 渕 配 水 場 
原 水 扶桑町大字小渕字宮東ノ切 891 番地（小渕水源） 

給 水 栓 扶桑町大字小渕字砂原 1088 番地（木曽川扶桑緑地公園） 

9 柏森北部配水場 
原 水 

扶桑町大字柏森字甲寺裏 47 番地（柏森北部水源） 

扶桑町大字柏森字中屋敷 163－5（柏森東部水源） 

扶桑町大字柏森字辻田 367 番 1（斉藤水源） 

給 水 栓 扶桑町大字斎藤字山神 102 番地（斎藤学習等供用施設） 
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10 柏森南部配水場 
原 水 

扶桑町大字柏森字西前 296 番地（柏森南部第１水源） 

扶桑町大字柏森字西前 193 番地（柏森南部第２水源） 

給 水 栓 扶桑町大字斎藤字旭 414 番地（斎藤南児童遊園） 

11 扶桑北部配水場 
原 水 

扶桑町大字南山名字本郷 180 番地（扶桑北部第１水源） 

扶桑町大字南山名字本郷 180 番地（扶桑北部第 2水源） 

給 水 栓 扶桑町大字南山名字安戸 93 番地（安戸児童遊園） 

 ⑶ 常時監視について 

  浄水の残留塩素及び原水の濁度については下記の地点で自動計測器により常時監視をしています。 

(ｱ) 残留塩素（浄水） 

河北配水場、大口北部配水場、大口南部配水場、東川配水場、南山名配水場、柏森北部配水場、 

柏森南部配水場、扶桑北部配水場 

(ｲ) 濁度（原水） 

大口北部水源、大口南部水源、柏森北部水源、柏森東部水源、斉藤水源、柏森南部第１水源、 

柏森南部第２水源、扶桑北部第１水源、扶桑北部第２水源 

 

６ 臨時の水質検査 

  次の事例が認められる時は臨時の水質検査を行います。 

(ｱ) 水源付近、給水区域及びその周辺で水系感染症が流行しているとき。 

(ｲ) 配水管の大規模な工事その他で水道施設が著しく影響を受けたとき、又はその恐れがあるとき。 

(ｳ) その他、特に必要があると認められるとき。 

 

７ 水質検査方法 

  水質検査は、公益社団法人日本水道協会の水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）の認定を取得し、

「厚生労働省水道水質検査精度管理のための統一試料調査」において測定精度が良好と判定された（「第１

群」に評価された）検査機関に委託します。水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法は、国が

定めた水道水の検査方法（水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法）で実施しま

す。 

 

８ 水質検査計画及び検査結果の公表方法 

 ⑴ 水道水質検査計画の公表 

   水道水質検査計画は毎年度策定し、ホームページ上に掲載します。 

 ⑵ 水質検査結果の公表 

   水道水質検査計画に基づき行われた水質検査結果を、ホームページ上と広報に掲載します。 

 

９ 関係者との連携 

水質管理を万全なものにするためには関係機関との連携は極めて重要です。 

⑴ 国等との連携 

   厚生労働省、愛知県等が実施する水質管理に関する調査への協力を行うとともに、安全管理に関する 

  情報提供について情報の収集を図ります。 

⑵ 県営水道との連携 

丹羽広域事務組合水道部の水道水の約６３％は、県営水道から受水した水を水源としています。その 

ため、県営水道と連携を図り、浄水場での水質状況の把握等の情報収集を行い、安全で安定した水道水 

の供給に努めます。
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